
No.119　平成29年12月1日発行　No.119　平成29年12月1日発行　議会だより美里議会だより美里 6

問
処
理
区
内
で
新
築
さ
れ
た
方

に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
対
応

を
行
な
っ
て
い
る
か
。

答
建
築
に
際
し
、
敷
地
に
面
し

た
道
路
に
下
水
道
本
管
が

通
っ
て
い
れ
ば
加
入
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
下
水
道
本
管
の
延
伸
が
必

要
な
場
合
は
、
延
伸
費
用
は
個
人
負

担
に
な
り
ま
す
。

統
廃
合
に
向
け
一
歩

問
公
共
下
水
道
へ
の
統
合
検
討

業
務
委
託
料
に
つ
い
て
。

答
将
来
的
に
、
統
合
し
た
ほ
う

が
町
と
し
て
費
用
負
担
が
少

な
く
な
る
と
試
算
し
、
統
合
を
進
め

て
い
ま
す
。
受
益
者
負
担
や
料
金
体

系
に
つ
い
て
は
、
上
下
水
道
審
議
会 農業集落排水処理区別供用率（％）農業集落排水処理区別供用率（％）

ミムリンの

一口メモ

美里ＭＳミムリン

平成28年度 特別会計・水道事業会計 決算認定

こんな質疑が交わされました
お金のかかる公共事業を重点質疑

下
水
道
事
業

特

別

会

計

ど
う
す
る
下
水
道

問
平
成
28
年
度
下
水
道
の
管
路

整
備
を
し
な
か
っ
た
理
由

は
。答

下
水
道
の
統
廃
合
に
つ
い
て

は
過
去
、
議
会
に
提
案
・
協

議
し
て
き
ま
し
た
が
整
備
に
つ
い
て

は
一
旦
休
止
と
し
、
ま
ず
は
統
廃
合

を
進
め
る
こ
と
で
ご
理
解
を
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

農
業
集
落
排
水
処
理
事
業

特

別

会

計

供
用
増
で
安
定
運
営

問
農
業
集
落
排
水
の
供
用
率
の

向
上
策
は
。

答
農
業
集
落
排
水
に
加
入
さ
れ

て
い
て
、
未
接
続
の
方
に
対

し
て
は
、
定
期
的
に
ダ
イ
レ
ク
ト

メ
ー
ル
を
送
付
し
、
早
期
接
続
の
お

願
い
を
し
て
い
ま
す
。

や
議
会
と
協
議
し
て
い
き
ま
す
。

水
道
事
業
会
計

問
県
道
本
庄
・
寄
居
線
配
水
管

布
設
工
事
が
予
定
さ
れ
て
い

た
が
、
中
止
に
な
っ
た
理
由
は
。

答
県
と
協
議
し
た
結
果
、
榛
沢

川
の
添
架
に
つ
い
て
強
度
不

足
に
よ
り
添
架
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
中
止
し
ま
し
た
。

水
道
庁
舎
の
活
用

問
職
員
が
４
月
か
ら
役
場
庁
舎

へ
移
転
し
た
こ
と
に
よ
り
、

今
後
、
水
道
庁
舎
の
活
用
に
つ
い

て
検
討
し
た
の
か
。

答
現
在
、
企
業
債
を
借
入
れ
返

済
中
で
す
。
目
的
外
の
利
用

は
で
き
な
い
の
で
、
ほ
か
に
ど
の
よ

う
な
活
用
方
法
が
あ
る
か
検
討
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

災
害
対
応
策
は

問
災
害
時
の
水
の
確
保
に
つ
い

て
。

答
水
道
水
を
ど
の
よ
う
に
し
て

確
保
し
給
水
す
る
の
か
、
今

後
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

繰
入
金
は
適
正
か

問
他
会
計
補
助
金
を
７
０
０
０

万
円
ほ
ど
繰
り
入
れ
て
い
る

が
、
今
後
の
対
応
は
。

答
今
後
、未
処
分
利
益
剰
余
金
※

の
取
扱
い
を
検
討
し
、
将
来

に
備
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

特別会計は、特定の収入で特定の支出に充てるため、一般会計
と区別して経理する必要がある場合に設けられる会計です。

北東から見た水道庁舎北東から見た水道庁舎

※【
未
処
分
利
益
剰
余
金
】

　

一
般
的
に
は
、
前
年
度
繰
越
利
益
剰

余
金
に
当
年
度
の
純
利
益
を
加
算
し
た

も
の
で
す
。

　

た
だ
し
、
水
道
事
業
会
計
に
お
い
て

は
、
会
計
制
度
の
改
正
に
伴
い
、
補
助

金
等
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
の
減
価
償

却
済
み
の
部
分
に
つ
い
て
、
償
却
済
み

相
当
額
を
利
益
剰
余
金
に
振
り
替
え
る

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

累
積
欠
損
金
は
解
消
さ
れ
、
多
額
の
前

年
度
繰
越
利
益
剰
余
金
が
残
存
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
剰
余
金
に

つ
い
て
は
、
経
営
が
好
転
し
た
こ
と
に

よ
る
利
益
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
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